
船舶事故調査報告書 

平成２８年４月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２７年６月１７日 １０時３０分ごろ 

発生場所 鹿児島県指宿市長崎鼻北西方沖 

 薩摩長崎鼻灯台から真方位３２６°４００ｍ付近 

 （概位 北緯３１°０９.６′ 東経１３０°３５.１′） 

事故の概要 引船第一義大
よしひろ

は、クレーン付台船の周囲を移動中、損壊した潜堤の

ブロックに乗り揚げた。 

第一義大は、右舷プロペラ及び同プロペラ軸に曲損等を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年１１月３０日、調査を担当する主管調査官（門司事務所）

を指名 

原因関係者から意見聴取実施済み 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

引船 第一義大、１９トン 

 ２９０－４６４０６熊本、株式会社森建設 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 右舷プロペラに曲損及び欠損、同プロペラ軸に曲損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向  北西、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、うねり 波高約０.５ｍ、潮汐  下げ潮の中央

期、潮高  約１２０cm 

 事故の経過  船長は、船首喫水約０.８ｍ、船尾喫水約２.４ｍの本船でクレーン

付台船をえい
．．

航して水深約５ｍの潜堤復旧工事現場に到着した後、え
．

い
．
航索を解き、クレーン付台船の右舷に本船を係留することとした。 

 船長は、損壊した潜堤から３０ｍも離れていれば、付近にブロック

はないものと思い、移動を開始した。 

分析  本船は、船長が、損壊した潜堤のブロックの散在状況が分からなか

ったことから、損壊した潜堤から離れていれば、付近に同ブロックは

ないものと思って航行し、同ブロックに乗り揚げたものと考えられ

る。 

原因 本事故は、船長が、損壊した潜堤のブロックの散在状況が分からな

かったため、同ブロックに乗り揚げたことにより発生したものと考え

られる。 

 


